






　「恣意、不法というハイドラ（九首の蛇）が首をも
たげるとき、誰しもがこれを踏み砕く使命と義務を
有する」 （「権利のための闘争」 岩波文庫 86 頁）

　昨年 11 月 1 日、ＪＦＥスチール・共和物産不当
解雇訴訟が、原告４人全員職場復帰という画期的な
勝利和解で解決しました。2008 年秋の金融危機以
降、「非正規切り」が横行し、この不法を許さない「権
利のための闘争」が全国で始まりました。私たちの
裁判の一つであり、原告らは自らの使命と義務を果
たしたのでした。

　格差や貧困が広がる中、「権利のための闘争」が世
界中で展開され、その中で新しい連帯が生まれつつ
あります。ＮＹウオール街のデモに参加したジャー
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ナリストのナオミ・クラインは述べています。

　「私がここで気に入ったプラカードは、 『 I  CARE 
ABOUT  YOU 』（あなたのことを気遣っています）と
いうものです。互いの視線を避けることを教える文
化、『あいつらなんか死んでしまえ』と平気で言うよ
うな文化にあって、このスローガンは真の意味でラ
ディカルなものです。」 （「世界」 2011 年 12 月号 128 頁）

　権利のための闘争、傷ついた他者への気遣い、そこ
から生まれる「連帯」。

　困難な時代ですが、そこに希望を見いだし、明日を
展望したいと思います。


